
 

 

令和６年７月９日 

山形県条例第59号 

 

山形県笑いで健康づくり推進条例 

 

県民一人一人が心身ともに健康で充実した生活を送ることは、県民の幸福にとって基本

となるものである。 

近年、少子高齢化の進行や疾病構造の変化等、県民の健康を取り巻く環境は変化してお

り、県民が明るく健康的に暮らしていくため、心身の健康づくりに取り組むことが求めら

れている。 

笑うことが健康に良いということは経験的に知られてきたところであるが、県民を対象

とした研究によれば、声を出して笑う頻度が高い人は死亡のリスクが低いという結果も出

ており、他にも笑いによる運動効果、心理的負担の軽減効果、他者とのつながりを豊かに

する社会的な効果等が様々な研究において示されているところである。 

このことから、県民一人一人が笑うことによる効果等に関心を持ち、理解を深めること

で、健康の増進に生かすとともに、笑いが伝わり、笑いで人と人とがより良い関係を構築

することが期待される。 

家庭や職場等で笑いによる心身の健康づくりを推進することにより、明るく健康的な県

民生活の実現を目指して、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、笑いによる心身の健康づくりの推進に関し、県民笑いで健康づくり

推進の日を設けるとともに、県、事業者及び県民の役割を明らかにすることにより、明

るく健康的な県民生活の実現に寄与することを目的とする。 

（県民笑いで健康づくり推進の日） 

第２条 笑いによる心身の健康づくりについて、県民の関心と理解を深めるとともに、笑

いによる心身の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、県民笑いで健

康づくり推進の日を設ける。 

２ 県民笑いで健康づくり推進の日は、毎月８日とする。 

（県の役割） 

第３条 県は、この条例の目的を達成するため、健康、医療、福祉等に関する団体、笑い

に満ちたまちづくりに取り組む者等と連携し、県民の笑いによる心身の健康づくりに関

する意識の啓発に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第４条 事業者は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、笑いに満ちた職場環境

の整備等、従業員の笑いによる心身の健康づくりを推進するよう努めるものとする。 

（県民の役割） 

第５条 県民は、笑うことが健康にもたらす効果について理解を深めるとともに、１日１

回は笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。 

（個人の意思の尊重等） 

第６条 県、事業者及び県民は、この条例の実施に当たっては、個人の意思を尊重し、及

びその置かれている状況に配慮するものとする。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


